
太陽光発電設備 事業手続きフロー

那珂市 事業者 近隣関係者

①事前協議
・事前協議届出書（様式第1号）
・施行規則別表第2の添付書類

受理

②協議終了通知

④近隣関係者への説明
・説明会又は説明
・問い合わせ窓口の設置
・隣接土地所有者からの同意
・事業区域の土地所有者からの確認

③関連法令への対応
・関係課への確認、申請、届出など

質問、懸念事項などの意見近隣関係者意見への対応

○出力50kW以上の場合
【説明する範囲】
・事業区域の隣接土地所有者
・事業区域に隣接する土地にあ
る建築物所有者及び住民

・事業区域の境界から概ね300ｍ
以内の住民、事業者

【方法】
・説明会を開催

○出力50kW未満の場合
【説明する範囲】
・事業区域の隣接土地所有者
・事業区域に隣接する土地にあ
る建築物所有者及び住民

・事業区域の境界から概ね100ｍ
以内の住民、事業者

【方法】
・説明会又はそれに代わる手段
（訪問、ポスティング等）

⑤実施協議
※工事着手60日前まで

・実施協議届出書（様式第5号）
・施行規則別表第3の添付書類

受理

⑥協議終了通知

⑦協定の締結

⑧工事着手の届出

⑩工事完了の届出

⑨標識の設置

※市から意見を付すことがあります。

※市から意見を付すことがあります。

⑪発電事業開始・維持管理
・除草、保守点検、清掃など
・各種届出、報告（事業継承、事故
報告、協議事項変更、撤去処分費
用積立状況等）

⑫発電事業終了の届出
・発電事業終了届出書（様式第17号）
・近隣関係者へ撤去及び処分方法を
周知

現地確認
※市から是正事項を通知することが
あります。

【周知する範囲】
・設置事業前に説明する範囲と
同じ

⑬撤去・処分完了の報告
・撤去処分完了報告書（様式第19号）

現地確認
※市から是正事項を通知することが
あります。

○必要に応じて
【行政指導】
・助言、指導、勧告

【公表】
・正当な理由なく勧告に従わないと
き

【調査】
・事業者へ報告・資料提出を求める、
立入調査、関係機関への照会など


